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福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価 認証及第三者評価 認証及第三者評価 認証及第三者評価 認証及びびびび基準等委員会基準等委員会基準等委員会基準等委員会のののの開催開催開催開催

福祉サービス第三者評価事業とは福祉サービスを提供する事業者のサービスの質について、

公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みであり、事業者の福

祉サービスの質の向上を図ることを目的としています。

この度、奈良県における福祉サービス第三者評価事業を推進するために、認証及び基準等

委員会を下記の通り開催します。１．開催日時平成２４年３月２６日(月) １０：００～１２：００２．開催場所奈良県婦人会館 ２Ｆ 中研修室（２）３．会議内容１）委員長の選出について２）平成２３年度受審実績について３）評価基準（保育分野）の一部改正について４）社会的養護施設の受審義務化について４．傍聴手続等１）定員･･･先着順１０名２）受付･･･９時４０分から９時５５分までとします。３）傍聴申込書（当日受付で用意していますので、ご記入願います。）５．会議を傍聴する場合に守っていただく事項１）会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、公然と賛否の意向等を表明しないこと。２）旗、のぼり、プラカード又はこれらに類するものを携帯しないこと。３）談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となる行為をしないこと。４）飲食又は喫煙を行わないこと。５）写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、許可を得た場合は、この限りではありません。６）携帯電話を使用しないこと。７）非公開となる議題の審議にはいる場合で指示があったときは、速やかに会場外に退出すること。８）その他会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。



奈良県福祉奈良県福祉奈良県福祉奈良県福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価 認証及第三者評価 認証及第三者評価 認証及第三者評価 認証及びびびび基準等委員会 設置要綱基準等委員会 設置要綱基準等委員会 設置要綱基準等委員会 設置要綱

（設置目的）

第１ 奈良県における福祉サービス第三者評価事業を推進するために、別途定めた「奈良県

福祉サービス第三者評価推進組織設置要綱」に基づき、認証及び基準等委員会（以下、

「委員会」という。）を設置する。

（任務）

第２ 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

（１）第三者評価機関の認証に関すること

（２）第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること

（３）その他第三者評価事業の推進に関すること

（４）第三者評価基準及び第三者評価の手法の策定に関すること

（５）評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修の実施に関すること

（６）第三者評価事業に関する情報公開及び普及啓発に関すること

（７）第三者評価結果の公表等に関すること

（組織）

第３ 委員会は、知事が委嘱した委員で構成する。

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

（委員長）

第４ 委員会に委員長１名を置き、委員の互選により選任する。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

（会議）

第５ 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

（庶務）

第６ 委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉課内に設置された推進組織事務局において行う。

（雑則）

第７ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。

附則

この要綱は、平成１７年７月５日から施行する。

この要綱は、平成１９年７月９日から施行する。

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。


